
臨時的任用職員選考試験募集要項 

１ 採用予定人数 

  １人 

２ 勤務条件等 

  雇入れ予定期間 

   令和６年６月１日（土）から令和６年１２月３１日（火）まで 

  勤務地 

  水戸家庭裁判所（茨城県水戸市大町１－１－３８） 

 勤務時間 

   午前８時３０分から午後５時まで（休憩時間４５分） 

  給与 

月給１７万８３１０円から２７万４３４０円までの範囲で個別に決定されま

す。 

※別途、通勤手当（月額５万５０００円を限度とする。）、住居手当（月額２

万８０００円を限度とする。）を支給します。 

 担当事務  

   裁判事務補助（ＯＡ操作、文書の作成、整理、電話及び窓口での対応等） 

３ 受験資格 

  年齢、学歴及び経験不問 

  日本の国籍を有し、国家公務員法第３８条の規定に該当しない者 

４ 受験申込受付期間 

令和６年４月１０日（水）から４月２４日（水）まで 

※郵送による場合は、４月２４日（水）必着とします。 

※申込者数が相当数に達したときには、受付期間満了前に応募を締め切ること

   があります。 

 



５ 受験申込方法 

  後記８の連絡先に電話で申込みをした上で、受付期間内に以下の書類を水戸家

庭裁判所事務局総務課人事第一係（水戸市大町１－１－３８）に持参又は郵送に

より提出してください。郵送による場合は、封筒の表に「臨時的任用職員応募」

と朱書してください。 

○ ハローワーク紹介状 １通（ハローワークを通じての応募の場合のみ） 

○ 履歴書 １通 

市販の用紙に３箇月以内に撮影した脱帽・正面向き・上半身の写真１枚を 

貼付したもの 

６ 選考方法及び日時等 

  筆記試験（作文試験） 

   令和６年５月７日（火）午前１０時から午前１１時まで 

※受付時間 午前９時３０分から午前９時５０分まで 

※受験者の人数により、受付開始時間は前後します。 

  口述試験（筆記試験合格者に対する面接試験） 

   令和６年５月７日（火）午後１時３０分から 

   ※受験者の人数により、試験開始時間は前後します。 

  結果発表 

   試験当日に結果発表の方法を口頭で説明します。 

７ 場所 

筆記試験及び口述試験は、水戸家庭裁判所（水戸市大町１－１－３８）におい

て実施します。詳細については、受験申込者に対して送付される受験票を参照し

てください。 

８ 問い合わせ先 

  水戸家庭裁判所事務局総務課人事第一係 

  電話番号 ０２９－２２４－８５２１（ダイヤルイン） 



 

－参考－ 

 国家公務員法第３８条の規定に該当する者 

 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるま

での者 

 

２ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 

３ 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、国家公務員法第１０９条から第１１２条

までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 


